
 

    

   セカンドオピニオン 
 
 

株式会社格付投資情報センター   Copyright(C) 2022 Rating and Investment Information, Inc. All rights reserved. 
 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地テラススクエア（お問い合わせ）マーケティング本部 カスタマーサービス部  TEL 03-6273-7471 
セカンドオピニオンは、企業等が環境保全および社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関または民間団体等が策定する当該資金調達

に関連する原則等との評価時点における適合性に対する R&I の意見であり、事実の表明ではありません。また、R&I は、適合以外の事柄につき意見を表明するものではなく、資金

調達の目的となる成果の証明、投資判断や財務に関する助言や、投資の是非等の推奨をするものではありません。R&I は、セカンドオピニオンに際し関連情報の正確性等につき独

自の検証を行っておらず、これに関し何ら表明も保証もいたしません。R&I は、セカンドオピニオンに関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。セカンドオピニオ

ンは、原則として発行体から対価を受領して実施したものです。なお、詳細につき本稿末尾をご覧下さい。 
 

 1/10 

株式会社山口フィナンシャルグループ 
グリーンボンド・フレームワーク 

2022 年 9 月 26 日 

 

ESG 評価本部 

担当アナリスト：西元 純 

 

 
格付投資情報センター（R&I）は、山口フィナンシャルグループ（以下、山口 FG）が 2022 年 9 月に策定

したグリーンボンド・フレームワークが国際資本市場協会（ICMA）の「グリーンボンド原則 2021」および
環境省の「グリーンボンドガイドライン 2022 年版」にそれぞれ適合していることを確認した。オピニオンは
下記の見解に基づいている。 
 

■オピニオン概要 

(1)調達資金の使途 
  調達した資金は、適格クライテリアを満たす「再生可能エネルギー発電事業」及び「グリーンビルデ

ィング事業」向けの融資に充当する。これらの事業は、ICMA のグリーンボンド原則および環境省のグ
リーンボンドガイドラインで挙げられている事業区分と一致する。地域経済を支える金融機関として、
環境面の影響の軽減策を講じていくことは社会的使命の 1 つである。調達した資金をもって幅広い顧客
層に対し融資を通じてサポートする取り組みは地域経済の回復や安定化につながるだけでなく、社会の
持続的な成長への寄与も期待できる。融資の検討にあたっては環境や社会にマイナス影響を及ぼす可能
性がある潜在的なリスクに配慮する方針である。資金使途に関する設定は妥当な内容である。 

 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
適格クライテリアの設定に際しては、グリーンボンドの発行業務を主管し、サステナビリティに関す

る業務の統括部署である総合企画部が、グループサステナビリティ方針、マテリアリティならびにサス
テナブルファイナンス目標等との整合性を確認する。プロジェクトの選定に際しては、営業戦略部が適
格クライテリアを満たす対象プロジェクトを選定し、その中から資金充当する適格プロジェクトを総合
企画部が決定する。プロジェクトの選定・評価は適切なプロセスを経ており、山口 FG が掲げる「使命・
存在意義（パーパス）」、「将来のあるべき姿（ビジョン）」の主旨にも則って実施されている。 

 

(3)調達資金の管理 
調達資金は適格クライテリアを満たす融資に充当される。融資の場合、時間の経過とともに顧客から

の弁済が進む。総合企画部が社内の管理システム等を用いて資金の充当状況をモニタリングしていく。
適格プロジェクトに充当されるまでの間や未充当資金が発生した場合は現金または現金同等物等として
管理する方針である。調達資金の管理は適切に実施される。 

 

(4)レポーティング 
資金の充当状況は調達資金の残高が存在する限り、山口 FG のウェブサイトで年 1 回開示される。充

当完了後の状況に重大な変化が生じた場合はウェブサイトでその旨を速やかに開示する予定である。イ
ンパクトレポーティングは、再生可能エネルギーでは発電源別の年間 CO₂排出削減量、グリーンビルデ
ィングは対象物件数や取得認証の種類および評価を適格クライテリアカテゴリーの区分毎に開示する。
レポーティングは内容・頻度の面から適切に実施される。  



セカンドオピニオン 

 

 2/10 

発行体の概要 

 山口 FG は、2006 年 10 月に設立された中国・四国地方最大の地域金融グループの持株会社である。山
口県で高い市場地位にある山口銀行、広島県で広島銀行に次ぐシェアを確保しているもみじ銀行、福岡
県で業容を拡大している北九州銀行を傘下に抱え、銀行業全体で強固な営業基盤を持つ。営業エリアで
の市場地位や存在感から、各地域で金融インフラとして果たす役割は重要で、グループの事業活動が地
域社会に与える影響も大きい。銀行業以外では、証券やリース業務、コンサルティング業務等を手掛け
る子会社がある。山口、広島、北部九州を広域ネットワークで結び、グループの総合力を生かした多様
な金融サービスを提供することにより、地域の発展をさまざまな側面からサポートしている。 

 山口 FG の営業エリアにおける地元経済は、人口減少や少子高齢化、事業の後継者不足、地域産業の衰
退等の社会的な課題を抱えるほか、環境面でも温暖化による災害の激甚化等の影響も大きくなっている。
環境と産業の関係という点では、特に中国地方は鉄鋼・化学等素材産業や輸送機械の加工・組立等、産
業部門の中でも CO₂排出量が注目されやすい製造業が多く、国や海外の規制動向および立地企業のカー
ボンニュートラルへの取り組みが重要な地域でもある。 

 山口 FG はグループとして 2021 年 12 月に経営の基軸となる「使命・存在意義（パーパス）」、「将来の
あるべき姿（ビジョン）」、「グループサステナビリティ方針」を策定するとともに、気候関連財務情報開
示タスクフォース（以下「TCFD」という）の提言に賛同表明した。さらに地域の価値向上を実践し、持
続可能な社会の実現に貢献していくために、グループが特に重点的に取り組むべき ESG 課題を 12 のマ
テリアリティとして特定している。地域のカーボンニュートラル実現、地方創生、地域経済活性化の実
現に向け、地域金融機関が果たすべき役割・期待は大きくなっているという認識の下、企業の持続可能
性を支援し事業基盤を強化することで環境と社会の両面から企業をサポートし、地域の持続可能性の向
上に貢献していくとしている。 

 2022 年 4 月にスタートした「YMFG 中期経営計画 2022 - 地域の豊かな未来を共創する」は、マテリア
リティを踏まえた施策を設定しており、計画の達成に向けて取り組むことで、山口 FG と地域のサステ
ナビリティ向上を目指している。 

 
山口フィナンシャルグループ 使命・存在意義（パーパス）・将来のあるべき姿（ビジョン） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[出所：山口フィナンシャルグループ YMFG中期経営計画 2022 説明資料] 
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本フレームワーク策定の狙い 

 山口 FG では、今回発行を予定しているグリーンボンドを地域の発展と未来づくりのための資金調達と
位置づけているとともに、地域と山口 FG のサステナビリティ向上を目指すグループの取り組みをステ
ークホルダーに発信する契機となるものと考えている。グリーンボンド発行の位置付けや狙いは使命・
存在意義（パーパス）や将来のあるべき姿（ビジョン）等、山口 FG が掲げる経営方針とも合致する。 

 山口 FG は「サステナビリティ長期目標」（2022～2031 年度）として、「①サステナブルファイナンス」、
「②サステナブルファイナンスの内、環境分野・気候変動対応に資するもの」の累計実行額を設定して
いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[出所：山口フィナンシャルグループ ウェブサイト] 

 山口 FG のグループ銀行では外部評価機関が評価を行うサステナブルファイナンスや自行で策定した融
資フレームワークに基づく自行評価型のサステナブルファイナンスを取り扱っている。これらをはじめ
としたファイナンスサービスの提供により、地域の持続可能性向上をグリーンファイナンスの面から後
押しするとともに、長期目標の達成を目指す方針である。グリーンボンドによる資金調達はこれらに寄
与する取り組みと位置付けている。 
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1. 調達資金の使途 

(1) 対象プロジェクト 

 本フレームワークに基づき発行されたグリーンボンド発行代わり金は、山口 FG 傘下のグループ銀行を
通じて、適格クライテリアを満たす新規または既存の融資に充当する。なお、既存の融資の場合は、調
達するグリーンボンドの発行日から遡って 3 年以内に実行された融資に限るとしている。 

 対象事業は「再生可能エネルギー」および「グリーンビルディング」で、いずれも ICMA のグリーンボ
ンド原則および環境省のグリーンボンドガイドラインに挙げられる事業区分に一致する。また、山口 FG
が掲げるマテリアリティのうち、「省資源・省／創エネルギーへの対応」、「大気汚染・気候変動への対応」
に該当するものであり、グループが課題として認識し、その解決のために推進する事業活動の方向性と
も合致する。 

 

(2) 対象事業の事業区分と環境改善効果、ネガティブな影響 

① 再生可能エネルギー 

対象事業：以下に示す再生可能エネルギー発電事業（新規および既存事業）向け融資 

ⅰ．太陽光発電事業 

ⅱ．バイオマス発電事業：持続可能、または廃棄物由来の原料に限る  

ⅲ．風力発電事業 

ⅳ．水力発電事業：発電容量が 25MW 未満の発電事業に限定する 

 

 調達資金は再生可能エネルギー発電事業向けの融資に充当する。対象とする発電事業は環境や社会に与
えるリスクを軽減するよう設定されている。特にバイオマス発電事業の原料に関しては、持続可能、ま
たは廃棄物由来であることを慎重に確認する。 

 原則およびガイドラインとの対応という点では、ICMA の「グリーンボンド原則 2021」の「再生可能
エネルギー」および環境省の「グリーンボンドガイドライン 2022 年版」の「再生可能エネルギーに関
する事業」に該当する。 

② グリーンビルディング 

対象事業：以下に示す認証を取得した、もしくは取得予定の①新規建物の建築・購入、または②既
存建物の修繕・改築に関する事業向け融資 

ⅰ．LEED：Gold 以上 

ⅱ．BREEAM：Excellent 以上 

ⅲ．CASBEE：A ランク以上 

ⅳ．BELS：4 つ星以上 

ｖ．DBJ Green Building 認証：4 つ星以上 
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 調達資金は省エネルギー性能、水使用量、廃棄物管理等の考慮事項に幅広く対応したグリーンビルディ
ングに対する融資に充当される。グリーンビルディングとしての適格基準のベンチマークに使用する環
境認証（LEED、BREEAM、CASBEE、BELS、DBJ Green Building 認証）は国内で幅広く利用され
ている。各認証に対して設定している基準は、いずれも評価の最上位もしくは 2 番目で設定しており、
十分な環境改善効果が見込まれる水準といえる。 

 原則およびガイドラインとの対応という点では、ICMA の「グリーンボンド原則 2021」の「地域、国ま
たは国際的に環境性能のために認知された標準や認証を受けたグリーンビルディング」および環境省の
「グリーンボンドガイドライン 2022 年版」で挙げられる「グリーンビルディングに関する事業」に該
当する。 

※認証制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[出所：環境省 グリーンボンドガイドライン 2022 年版を参考に R&I 作成] 

LEED認証制度（認証団体：米国グリーンビルディング協会（US Green Building Council））

「Leadership in Energy and Environmental Design（エネルギーと環境に配慮したデザインにおけるリーダーシップ）」

の略称。米国発祥のグリーンビルディング認証プログラム。建築物全体の企画・設計から建築施工、運営・メンテナンス

までにわたって様々なシステムを通じ、エネルギー性能をはじめとする総合的環境負荷を評価する。必要条件を満たした

上で、取得したポイントによって標準認証、シルバー、ゴールド、プラチナの4つの認証レベルが用意されている。

BREEAM認証制度（認証団体：英国建築研究所（BRE））

「BREEAM(Building Research Establishment Environmental Assessment Method」の略称。英国建築研究所BRE

(Building Research Establishment)と、エネルギー・環境コンサルタントのECD Energy and Environmentによって

1990年に開発された。管理、健康と快適、エネルギー、交通、水資源、材料、敷地利用、地域生態系、汚染、先進的技術の

最大10分野で評価される。評価結果は、とても素晴らしい(Outstanding)から合格(Pass)の5段階評価となっている。

世界で最初の環境価値評価指標であり、英国外でも広く利用されている。

CASBEE 認証制度（認証団体：一般財団法人建築環境・省エネルギー機構）

「Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency（建築環境総合性能評価システム）」の略称。

建築物を環境性能で評価し格付けする。

省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた

建物の品質を総合的に評価する制度である。

評価結果は、S ランク（素晴らしい）からC ランク（劣る）までの５段階評価となっている。

BELS 認証制度（認証団体：住宅性能評価・表示協会）

「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System（建築物省エネルギー性能表示制度）」の略称。

国土交通省が定めた「建築物の省エネ性能表示のガイドライン（建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針）」に

基づく認証制度。

一次エネルギー消費量をもとに第三者機関が省エネルギー性能を客観的に評価し、５段階の星マークで表示する。

DBJ Green Building 認証制度（株式会社日本政策投資銀行及び一般財団法人日本不動産研究所（JREI））

対象物件の環境性能のみならず、テナント利用者の快適性、防災・防犯等のリスクマネジメント、周辺環境・コミュニティ

への配慮、ステークホルダーとの協業等を含めた総合的な評価を行う認証制度。

評価結果は星５（国内トップクラスの卓越した配慮がなされた建物）から星１（十分な配慮がなされた建物）までの

５段階評価となっている。

総合評価のうち環境性能項目に関する評価が確認できる場合、環境認証として有効と考えられる。
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【対象事業のネガティブな影響と対応】 

 対象事業におけるネガティブな影響としては、一般に大規模土地造成に伴う生態系の破壊や悪影響、工
事に伴う騒音、景観への悪影響等が挙げられる。 

 山口 FG では、環境・社会に重大なリスクまたは負の影響を与える可能性が高い投融資について、「環
境・社会に配慮した投融資方針」を定め、同方針に基づき対応しているほか、グループ銀行における融
資審査において、各種法令等の順守や環境・社会への影響に配慮することで、環境・社会へ与える影響
の低減・回避に取り組む方針である。 

 

【対象事業が関わる持続可能な開発目標（SDGs）について】 

 ICMA の事業区分と SDGs のマッピングテーブルを参考に、対象事業による SDGs への貢献を確認し
た。 
 

SDGs 目標 
 

 

7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に

拡大させる。 

 

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機

能を改善する。 

 

調達した資金は、適格クライテリアを満たす「再生可能エネルギー発電事業」及び「グリーンビルディン
グ事業」向けの融資に充当する。これらの事業は、ICMA のグリーンボンド原則および環境省のグリーンボ
ンドガイドラインで挙げられている事業区分と一致する。地域経済を支える金融機関として、環境面の影響
の軽減策を講じていくことは社会的使命の 1 つである。調達した資金をもって幅広い顧客層に対し融資を通
じてサポートする取り組みは地域経済の回復や安定化につながるだけでなく、社会の持続的な成長への寄与
も期待できる。融資の検討にあたっては環境や社会にマイナス影響を及ぼす可能性がある潜在的なリスクに
配慮する方針である。資金使途に関する設定は妥当な内容である。 
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2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

(1) 包括的な目標、戦略等への組み込み 

 山口 FG は「地域の豊かな未来を共創する」を使命・存在意義（パーパス）とし、将来のあるべき姿（ビ
ジョン）として「地域に選ばれ、地域の信頼に応える、地域価値向上企業グループ」を掲げ、かつグル
ープ全体で意思を共有できるものとして策定しているグループサステナビリティ方針に基づき、事業活
動を通じて地域の発展と未来づくりに貢献するとしている。 

 マテリアリティは、グループサステナビリティ方針で掲げる持続可能な社会の実現への貢献を目的に重
点的に取り組むべき ESG 課題として特定したもので、その中には山口 FG によるグリーンボンドの発
行のようにファイナンスを通じて環境面からの地域社会の持続性向上に寄与する方針も組み込まれてい
る。 

 サステナビリティ長期目標において、環境分野・気候変動対応に資するものへの投融資目標を設定して
いることも、グループサステナビリティ方針やマテリアリティに対応するものであり、持続可能な社会
の実現を目指すうえで環境課題の解消が欠かせないと認識する山口 FG の姿勢の表れでもある。 

 

 

 

 

 
 

[出所：山口フィナンシャルグループ YMFG中期経営計画 2022 資料] 

 

 

 

 

 

 

 
 [出所：山口フィナンシャルグループ ウェブサイト] 

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 適格クライテリアの設定に際しては、グリーンボンドの発行業務を主管し、サステナビリティに関する
業務の統括部署である総合企画部が、グループサステナビリティ方針、マテリアリティならびにサステ
ナブルファイナンス目標等との整合性を確認する。 

 適格クライテリアの設定に際して発電規模の上限や原料に関する規定を設けるほか、融資審査において
各種法令等の順守や環境・社会への影響に配慮することで、融資実行時に潜在的に想定される環境面お
よび社会面でのリスクの顕在化を抑制するように設計されている。 
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(3) プロジェクトの評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 プロジェクトの選定に際しては、営業戦略部が適格クライテリアを満たす対象プロジェクトを選定し、
その中から資金充当する適格プロジェクトを総合企画部が決定する。 

 

適格クライテリアの設定に際しては、グリーンボンドの発行業務を主管し、サステナビリティに関する業
務の統括部署である総合企画部が、グループサステナビリティ方針、マテリアリティならびにサステナブル
ファイナンス目標等との整合性を確認する。プロジェクトの選定に際しては、営業戦略部が適格クライテリ
アを満たす対象プロジェクトを選定し、その中から資金充当する適格プロジェクトを総合企画部が決定する。
プロジェクトの選定・評価は適切なプロセスを経ており、山口 FG が掲げる「使命・存在意義（パーパス）」、
「将来のあるべき姿（ビジョン）」の主旨にも則って実施されている。 

 

3. 調達資金の管理 

 山口 FG はグリーンボンドの発行によって調達した資金についてグループ銀行を通じて順次適格クライ
テリアを満たす融資に充当する。 

 調達資金の充当状況について、総合企画部が全額償還までの間、半期毎に社内の管理システム等を用い
て管理する。資金管理に関する証憑も社内規定に基づき、適切に保管している。 

 調達資金の全額が充当されるまでの期間や未充当資金が発生した場合は、現金又は現金同等物等にて管
理する方針である。 

 

調達資金は適格クライテリアを満たす融資に充当される。融資の場合、時間の経過とともに顧客からの弁
済が進む。総合企画部が社内の管理システム等を用いて資金の充当状況をモニタリングしていく。適格プロ
ジェクトに充当されるまでの間や未充当資金が発生した場合は現金または現金同等物等として管理する方針
である。調達資金の管理は適切に実施される。 
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4. レポーティング 

(1) 開示の概要 

 資金充当状況のレポーティングは山口 FG のウェブサイトで以下の内容の開示を予定している。充当完
了後の状況に重大な変化が生じた場合はウェブサイトでその旨を速やかに開示する予定である。 

 
 開示事項 開示タイミング 開示方法 
資
金
充
当
状
況 

 
・ 適格クライテリアカテゴリー毎

の充当額 
・ 未充当金額 
・ グリーンボンド残高 等 

 
 

 
グリーボンドの残高が存在 
する限り年 1 回 
 
 

 
山口 FG のウェブサイト 
 
 

 

 インパクトレポーティングは、グリーンボンドの残高が存在する限り、以下の指標を実務上可能な範囲
で年次で山口 FG のウェブサイト上にて開示する予定である。 

 

適格クライテリアカテゴリー レポーティング項目例 

1．再生可能エネルギー 太陽光発電 

年間 CO2 排出削減量 

（t-CO2）（理論値） 

バイオマス発電 

風力発電 

水力発電 

2．グリーンビルディング • 対象物件数 

• 取得認証の種類および評価 

 

 

(2) 環境改善効果に係る指標、算定方法等 

 プロジェクトのうち、再生可能エネルギーは年間 CO₂排出削減量、グリーンビルディングは対象物件数、
取得認証の種類等妥当な指標が開示される。 

 
資金の充当状況は調達資金の残高が存在する限り、山口 FG のウェブサイトで年 1 回開示される。充当完

了後の状況に重大な変化が生じた場合はウェブサイトでその旨を速やかに開示する予定である。インパクト
レポーティングは、再生可能エネルギーでは発電源別の年間 CO₂排出削減量、グリーンビルディングは対
象物件数や取得認証の種類および評価を適格クライテリアカテゴリーの区分毎に開示する。レポーティング
は内容・頻度の面から適切に実施される。 

 
以 上 
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